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主文

被告人株式会社甲商会を罰金５０００万円に，被告人丙を懲役４年に，被告人戊を
懲役１年６月に処する。
被告人戊に対し，この裁判が確定した日から４年間その刑の執行を猶予する。

理由
（罪となるべき事実）
  被告人株式会社甲商会（以下「被告会社」という）は，静岡県□□市に本店を置
き，東京都○○区内の××ビル２階を事務所として，石油製品の卸・小売及び輸入
販売等を目的とする資本金１０００万円の株式会社であり，被告人乙こと丙は被告
会社の代表取締役としてその業務全般を統括掌理していたもの，被告人丁こと戊は
被告会社の従業員であったものであるが，被告人丙及び被告人戊（以下「被告人両
名」という）らは，共謀の上（後記株式会社Ａ名義を使用した譲渡については，さ
らに，分離前の相被告人Ｂと共謀の上），被告会社の業務に関し，軽油引取税を免
れようと企て，実際は被告会社が軽油を輸入・譲渡したにもかかわらず，これを秘
匿するため，株式会社Ａほか数社の名義を使用して軽油を輸入した上，別紙一覧表
記載（そのうち番号
１ないし４の各①は，各月の譲渡に関するものであり，同各②は，各月の譲渡のう
ち株式会社Ａ名義を使用した分に関するものである。また，数量合計及び金額合計
の括弧内の各数値は，同会社名義を使用した譲渡分の内数である）のとおり，平成
１１年８月２日ころから平成１２年１月３１日ころまでの間，輸入に係る軽油合計
６万６３１２．７５７キロリットルをＣ物産株式会社等に譲渡したにもかかわら
ず，各月分の軽油引取税につき，平成１１年９月３０日から平成１２年２月２９日
までの各軽油引取税申告納付期限までに，東京都○○区所轄東京都○○都税事務所
長に対し，いずれも軽油引取税納付申告書を提出せず，そのまま各申告納付期限を
徒過させ，もって，偽りその他不正の行為により，６回にわたり，それぞれ各月分
の軽油引取税合計２１
億２８６３万９４９４円を免れたものである。
（証拠の標目）
　省　略
（事実認定の補足説明）
１　本件で公訴提起された，軽油引取税のほ脱に係る被告会社が輸入・譲渡したと
される軽油（以下「本件軽油」という）の数量は，合計６万６３１２．７５７キロ
リットル（以下「kl」とも表示する）であるところ，関係証拠によれば，その内訳
は，株式会社Ａ（以下「Ａ」という）名義で譲渡したものが１万６３８８．４３４
kl，株式会社Ｄ（以下「Ｄ」という）名義で譲渡したものが３６６１．５８６kl，
株式会社Ｅ商店（以下「Ｅ商店」という）名義で譲渡したものが３４７０．５０８
kl，有限会社Ｆ石油（以下「Ｆ石油」という）名義で譲渡したものが２万５０３
４．３４７kl，株式会社Ｇ（以下「Ｇ」という）名義で譲渡したものが８５８６．
０５３kl，株式会社Ｈ牧場（以下「Ｈ」という）名義で譲渡したものが９１７１．
８２９klであることが明ら
かであり，この点は被告人ら及び弁護人らにおいても争いがない。
２　被告会社及び被告人丙（以下，併せて「被告会社ら」ともいう）の弁護人は，
第１に，Ａ名義，Ｄ名義及びＧ名義の各譲渡分の全部とＦ石油名義の譲渡分の一部
８６３４．３４７klとの合計３万７２７０．４２０klの軽油については，真実各名
義人が譲渡しており，被告会社が譲渡したものではない，第２に，Ａ名義の譲渡分
には，他社買取分の４８４９．０１４klないし７２８０．２９５klが，Ｆ石油名義



の譲渡分には，他社買取分の８１９．０４４klないし１０８０．５４４klがそれぞ
れ含まれており，これらは本件軽油の数量から除外されるべきであると主張し，ま
た，被告人戊の弁護人は，同被告人には被告会社が納税義務者であるという認識が
なく，ほ脱の故意がなかったと主張する。
３　そこで，本件軽油の譲渡を行った者は誰かという点から検討する。
(1)　関係証拠によれば，本件軽油の輸入・譲渡の流れは，次のとおりであると認め
られる。すなわち，まず，被告会社が韓国で軽油を買い受け，国内数箇所の保税タ
ンクに搬入する。次に，これらの軽油について，被告会社と，直接に又は他社を経
由して，前記１のＡ，Ｄ，Ｅ商店等の会社等との間で，いわゆる保税転売の契約が
なされ，同会社等の名義で輸入申告が行われる。そして，同会社等（以下「輸入申
告者」という）と国内の複数の軽油販売業者との間で軽油の売買契約がなされ，保
税タンクからそれらの業者（以下「買付業者」という）の下へ軽油が搬送される。
　　この流れからすると，本件軽油の譲渡人は，被告会社ではなく，被告会社から
保税転売を受けた輸入申告者であるように，一見思われる。しかし，関係者の各供
述及びその他の証拠を子細に検討すると，以下のとおり，輸入申告者は中間の単な
る名義人，いわゆるダミーに過ぎず，真実の譲渡人は被告会社であることが明らか
である。
(2)　初めに，買付業者数名及び被告会社従業員の各供述を概観する。
　ア　Ｃ物産株式会社の実質的経営者であったＩは，「平成１１年夏頃，△△にあ
る当時の乙の事務所で，乙から，『韓国から輸入する軽油を安く売るので買わない
か。１リットルあたり４０数円で買わないか』と言われた。実際の取引が始まる
と，乙は，Ａ，Ｊ産業，Ｋ，Ｆ石油の名義でＣ物産に軽油を販売してきた。最初の
取引交渉，その後の値段や買付量の交渉は乙としていた。名義会社と乙とがどのよ
うな関係なのか分からないが，乙が支配している会社と取引しているというのが私
の認識だった。軽油の価格交渉は，主に乙としていたが，時には乙の指示で動いて
いる丁ともしていた。丁は，自分一人で価格を決定できず，『後で乙さんに確認す
る』と言って，その後に結果を伝えてきていた。乙との取引は，１リットルの単価
が４３円，４４円とい
うことが多く，安いときは４１円，高いときは４８円程度ということもあった」旨
供述している（甲６４）。
　イ　株式会社Ｌの代表取締役であったＭは，「平成１１年８月か９月ころ，乙か
ら，『今度韓国から輸入した軽油が大量に出るよ。俺達が輸入を牛耳っているの
で，輸入軽油がどんどん出るよ。欲しいだけ売るからどんどん売ってください。今
度，Ｎからタンクを借りたからどんどん出すよ。１リットル当たり４４円前後でい
いから。課税済証明書は出すから』と言われた。最初はＯ商事名義で注文するよう
言われてそうしていたが，その後の注文先名義は，Ｊ産業，Ａ，Ｆ石油，Ｋという
ように次々と変わった。私は，乙がこれら会社の名前を使って当社と取引している
と思っていた。主に丁を相手に価格交渉をしたが，丁は，『買う人はたくさんいる
ので，それなら結構ですよ』などと言って単価を下げてくれることは余りなかっ
た。しかし，時には，価
格交渉の結果，丁が『協議しますから』と言って電話を切ることがあり，その時に
は乙と相談しているものと思っていた。また，軽油を多く輸入したような時には，
丁が『５０銭安くするから』と言って，何キロリットル買ってくれと言ってくるこ
ともあった。時期ははっきりしないが，△△の喫茶店で，丁から，『輸入して売っ
ても，税金の二，三割程度納めていれば，後は納めなくても黙認してくれる』と言
われたことがあった」旨供述している（甲６６，６７）。
　ウ　Ｐ株式会社の代表取締役であったＱは，「Ｒ石油のＳの紹介で，平成１１年
７月か８月ころから，甲商会から軽油を購入するようになった。注文先名義は，Ａ
やＦ石油などだった。注文先名義が変わるときは，甲商会からファックスで『今後
はどこどこ名義宛に注文してください』などと記載された書面が届いていた。資金
繰りが苦しくて，何度か△△の甲商会の事務所へ行き，丁や事務員に支払の遅れを
謝った。丁に『すいません』と言って支払可能日を伝えると，丁は，『分かりまし
た。その日にお願いします』などと言ってきた」旨供述している（甲６８）。
　エ　株式会社Ｔの代表取締役であったＵは，「平成１１年９月ころから平成１２
年１月ころまで，甲商会の乙から軽油を買っていた。同年８月下旬ころ，△△駅近
くの喫茶店で，乙から，『軽油の仕入先はいっぱいある。韓国の元売り業者のα
や，β，γ，δからも引けるし，国内の元売りの玉も引ける。軽油の値段は４５円
くらいで船でもローリーでも出せる』などと言われ，商談が成立した。そのときか



その後にも乙から，『注文する際に，バージ船の場合はＪ産業宛に発注し，タンク
ローリーの場合はＡ宛に発注してくれ』と頼まれた」旨供述している（甲７１）。
　オ　株式会社Ｊ産業で稼働していたＶは，「平成６年から，実父経営のＪ産業で
働くようになった。平成１１年８月ころから，Ｏ商事宛てにファックスで軽油を注
文して購入していたが，その後，Ｏ商事からファックスで未記入の注文書が送られ
てきた。送られてくる注文書の宛先会社名が，Ａ，Ｆ石油，Ｋなどと次々と変更に
なった。最初は何で変わったんだろうと思っていたが，何回も会社名が変わったの
で，そのうちに変に思わなくなった。相手との連絡は全てファックスだったので，
Ａ等の経営者が誰なのかも知らない」旨供述している（甲７２，７３）。
　カ　Ｗ燃料販売株式会社の代表取締役であったＸは，「平成１１年３月中旬こ
ろ，知人にＯ商事を紹介され，同会社に電話で軽油の購入を申し込んで取引が始ま
った。その後，注文先については，Ｏ商事の方からＡにしてくれと頼まれそれに従
った。しかし，注文先名が変わっても注文先は従前のファックス番号だった。Ｏ商
事とＡとは一体だと認識していた。あるとき注文した軽油を引き取ることができな
いトラブルがあり，Ｏ商事に電話したら，社長の乙が出た」旨供述している（甲７
４）。
　キ　有限会社Ｙオイルの代表取締役であったＺは，「平成１１年７月下旬か８月
ころ，取引先のＷ燃料のＸから，『Ｏ商事という会社から１リットルにつき４７円
で軽油を仕入れることができる』と聞き，電話で購入を申し込み，Ｏ商事との取引
が始まった。しかし，注文書を送信するファックス番号が同じなのに，注文先の名
義がＪ産業，Ａと変更になった。私はＯ商事が取引先だと思っていた」旨供述して
いる（甲７５）。
　ク　最後に，被告会社で事務員をしていたａは，「私の仕事は，甲商会時代もそ
の前のＯ商事時代も特に大きな違いはなく，ずっとＯ商事や甲商会から軽油を買い
付ける国内業者から買付の注文を受け，その注文に従って出荷依頼を出すという仕
事をしていた。甲商会は，外国から輸入した軽油を，川崎，横浜，神戸など甲商会
が借りているタンクの中に蓄えておき，他の国内業者から買付注文が来ると，タン
ク業者に出荷依頼を出していた。私が覚えている買付業者名は，Ｃ物産，Ｌ，Ｐ，
ｂ商店，ｃオイル，ｄ，Ｊ産業，ｅ，ｆ燃料，ｇ商会，ｈ通商などである。あらか
じめ甲商会から注文書の用紙を渡しておき，それを利用して買付業者から買付注文
を受け，私が注文内容を別の用紙に書き直し，これをファックス送信してタンク業
者に出荷依頼をして
いた。買付業者の希望でどのタンクの軽油が欲しいかを注文してきていたが，どの
タンクの軽油でも構わないという場合は，丁の指示を仰いでいた。丁は各タンクに
残っている軽油の分量の多い少ないを調べた上で『その注文の分は，どこどこのタ
ンクに出荷の注文を出して』などと私に言ってきて，軽油を出荷するタンクの割り
振りを指示してきた。注文書用紙がＯ商事時代のものだったので，最初のころ丁に
尋ねたら，『別にそのままでもいいよ。注文書のとおりにタンクの方に連絡して』
などと言われた。注文書の宛先欄にＯ商事でも甲商会でもない別の業者の名前を書
いて甲商会事務所に買付注文のファックスを送ってくる買付業者もあった。それ
で，丁にその買付注文を甲商会で受けてよいのか聞いたところ，丁から，『それも
うちのだから，気にし
ないで』などと言われた」旨供述している（甲７８，７９）。
(3)　これらの買付業者及び被告会社従業員の各供述は，その内容が具体的で，各供
述調書に添付された注文書，請求書及び出荷依頼書等の客観的資料と整合している
上，供述相互間でも矛盾がなく，殊に，買付業者の各供述と従業員の供述とが補完
し合う関係になっており，さらに，各供述者が殊更被告人らに不利な供述をするお
それを見出し難いことも併せ考慮すると，各供述の信用性は高いということができ
る。
　　これらの供述によれば，本件軽油の譲渡人は名義上は輸入申告者になっている
ものの，買付業者との間の売買契約の締結及びその履行は，専ら乙こと被告人丙又
はその命を受けた丁こと被告人戊において行っていたことが明らかである。すなわ
ち，被告人両名は，買付業者との間で，軽油買受けの勧誘を積極的に行ったほか，
軽油の販売価格及びその数量の交渉を進め，さらには，注文先の名義人を指定する
など，契約内容全般を主導的に取り決めていたこと，その上で，軽油の出荷及び買
付業者への搬送を行っていたこと，他方，買付業者が輸入申告者と交渉し又は連絡
を取り合うという状況は全くなかったことが，それぞれ認められるのである。
(4)　そこで，次に，輸入申告者ないしその関係者の各供述を概観する。



  ア　Ｄについて
　　　Ｄと被告会社との間では，直接に又はＲ石油を経由して，保税転売契約がな
されている。これについて，Ｄの代表取締役であったｉは，「平成１１年８月頃，
△△の喫茶店で，Ｒ石油東京支店長のＳから，『軽油を輸入して販売してくれれば
いい。取引をするにあたっては資金は何もいらないから。売り先は全てこちらの方
で手配する。後のことはすべてこちらでするから，Ｄは納税義務者になってくれる
だけでいい。リッター当たり３０円で仕入れ，４５円で転売すれば，当面の資金は
出るよ。甲商会が軽油を輸入し，Ｒが保税地域で転売を受け，それをＤに転売する
ので，Ｄで輸入申告をしてもらうことになる』と言われた。私は，軽油の輸入を経
験したことがなく，そのための手続とか，輸入に必要な書類として何が必要かも分
からず，Ｓの言う保
税地域での転売とか輸入申告者になってもらうということが，具体的にどのような
手続をするのか分からなかった。私は，ともかくその場の運転資金が入ればいいと
いう考えだけで，その話を承諾した」旨供述している（甲５９）。また，Ｒ石油の
代表取締役であったｊも，「Ｒ石油東京支店が甲商会から保税転売を受け，それを
Ｄに保税転売したことになっているが，私はこのような書類は見たことがない。こ
の保税転売はＳが勝手にしたことであり，私自身は全く知らない。Ｄという会社も
知らない」旨供述している（甲５０）。
　イ　Ｅ商店について
　　　Ｅ商店については，被告会社又はｋエネルギーとの間で，保税転売契約がな
されている。これについて，Ｅ商店の代表取締役ｌは，「ｍから軽油取引の依頼を
受け，新しくＥ商店を設立することを提案された。私は，これを承諾し，新しい会
社の社長には私がなり，従前のＥ商店の社長にはｍから紹介されたｎが就いた。な
お従前のＥ商店時代の社判や代表者印はそのまま新Ｅ商店で私が使用することと
し，ｎには渡していない。平成１２年５月ころ，大阪府税から軽油引取税の滞納が
あるということで銀行預金を差し押さえられた。私は何のことか分からずｍに電話
すると，ｍから，『今，資金繰りが苦しいが何とかして税金は納める』と言われ
た。◇◇都税事務所へ行き，Ｅ商店の申告書類を見ると，私がまだ従前のＥ商店の
代表取締役をしていた時
代の平成１１年１０月１５日から２３日にかけて軽油を輸入した旨記載されてい
た。私は軽油の輸入のことを聞いていなかったので本当にびっくりした。軽油の輸
入に関する書類も見たことがなかった。Ｅ商店が，甲商会やｋエネルギーから軽油
の保税転売を受けたことになっているが，私は全く知らなかった」旨供述している
（甲５１）。これに関し，ｎは，「平成１１年１０月中旬頃，乙社長から，『Ｅ商
店の社長をやってくれ』と頼まれて，承知した。同月下旬，ｏ通商事務所で，甲商
会による軽油輸入に関する書類を見ていたら，その中に，甲商会やｋエネルギーが
保税転売の売主になり，Ｅ商店が買主になっている保税転売契約書，譲渡証明書，
軽油輸入届出書，輸入許可通知書がいくつか見つかった。ゴム印を見るとｉ名とな
っていた。私は，脱税
の共犯で逮捕されることになるのではないかと不安になり，乙に『話が違うじゃな
いですか。Ｅ商店で輸入をやっていることになってますよ。そんな話は聞いていま
せんよ』と苦情を言うと，乙から，『事情があってＥ商店の名前で輸入させてもら
ったが，Ｅ商店の名前を使って輸入することはもう余りしないから。今までの輸入
だって，前の社長のｉの名前でやったわけだし，ｎさんがＥ商店の代表取締役にな
る前の輸入なんだから，迷惑はかけないよ』と言われた。さらに，私が，『引取税
の方はちゃんと払ってくれるんでしょうね。お願いしますよ』と言ったところ，乙
は，『分かった，分かった，ちゃんとするから』などと言って，Ｅ商店を保税転売
の買主にした案件については軽油引取税を全額支払ってくれるような言い方をし
た。同年１１月下旬に
，乙から，『Ｅ商店の名前で輸入して売れた軽油の納税申告をやっておいて』など
と言われた。その後，乙から，いつ，どこの業者に，どれだけ売ったのかというメ
モを渡され，『このとおりに納税申告しておいて』などと言われた」旨供述し（甲
８６），さらに，ｋエネルギーがＦ石油に保税転売をしている件について，「ｋエ
ネルギーが保税転売の売主，Ｅ商店が保税転売の買主になっている場合があるが，
乙から『うちのタンクが一杯になっているから，ｋエネルギーのタンクを貸してく
れ。ｋエネルギーからの保税転売契約書や譲渡証明書をくれないか』と言われ，私
が作って乙社長に手渡していた。丁からそのような依頼をされて同様のことをした
こともあった。実際のところ，ｋエネルギーが外国の輸入元と交渉して軽油を輸入



したということはな
く，本当の軽油輸入者は乙の経営する甲商会だった」旨供述している（甲８８）。
　ウ　Ｆ石油について
　　　Ｆ石油については，被告会社又はｋエネルギーと直接に，あるいは，被告会
社からｋエネルギーを経由した形で，保税転売契約がなされている。これについ
て，Ｆ石油の代表取締役であったｐは，「平成１１年８月ころ，知人のｑと同人か
ら紹介されたｒから，韓国から輸入する軽油の取引をするなどと言われ，会社を設
立して代表取締役になるよう求められ，うまい儲け話だと思ってこれに乗り，同年
９月３０日にＦ石油を設立した。会社印や代表者印は書類作成に必要とか言ってｒ
かｑが持っていった。軽油の取引関係はｒとｑが取り仕切った。私は，どのような
取引がなされているか分からず，ただ事務所にいた。事務所には，日々，注文書の
ようなものがファックス送信されてきた。私が販売先と連絡することもなかった。
納税関係書類について
は，申告時に必要な書類が郵送かｑによる持参で私のところへ来るので，私がその
書類を見ながら申告書に下書きするなどして作成した。保税転売契約書という書類
の中に，Ｆ石油がｈ通商，甲商会，ｋエネルギーから輸入軽油の保税転売を受けた
旨が記載されていたが，私は取引に全く関与していない」旨供述している（甲５
２）。なお，ｋエネルギーについては，ｎが前記のとおり供述している（甲８
８）。
　エ　Ｇについて
　　　Ｇと被告会社との間では，直接に保税転売契約がなされている。これについ
て，Ｇを設立したｓは，「Ｇを設立したのは，甲商会の乙と丁に誘われたからであ
る。私は，ｍからＧの会社登記簿を貰い，甲商会の事務所で，甲商会との軽油の販
売契約を結んだ。乙から，『いくら出せるの』と輸入の仕事に対する保証金の額を
聞かれたので，４０００万円くらいなら出せると答えたと思う。私は軽油の売買で
儲けが見込めるので，ｔさんから４０００万円借りて乙に渡した。乙から更に２０
００万円用意するよう追加要請され，ｔさんから再度融資を受けて甲商会に２００
０万円を振り込んだ。甲商会に合計６０００万円を支払ったことで，本格的に取引
が始まった。私は，乙や丁の指示を受けて，銀行から現金を引き出し，甲商会の指
定する銀行口座に振
込みをしていた。県税事務所に納税する時には，私が甲商会の事務所へ行き，乙や
丁から納税額等について指示を受けて，その都度，税金分の金額を貰い，県税に納
付していた」旨供述している（甲５４）。また，これに関連して，ｍも，「平成１
１年１１月中旬ころ，Ｇの代表取締役としてｓを乙に紹介した。乙はｓに，『最初
の輸入代金はそっちで出してくれ。４０００万円くらいは出資してくれ。あなたは
軽油を輸入した翌月末に県税に申告をして納税してくれればいい。納税はＧとして
するから。手数料はリッター当たり３円を渡す』などと言い，一緒にいた丁も，
『会社の代表取締役印で作ったＧの預金通帳とｓさんが手元に置くＧの預金通帳の
２冊を作り，その代表取締役印と通帳の１冊，それにＧの社判を渡してくれ』と指
示していた」旨供述し
ている（甲１８）。
　オ　Ｈについて
　　　Ｈに対する保税転売契約が虚偽仮装のものであること自体は，被告人丙の認
めるところであり，同会社代表取締役であったｕも，「Ｈが軽油を買ったり譲り受
けたりしたことは一度もなかったし，他に販売したことも一度もなかった」旨供述
している（甲５６，５７）。
　カ　Ａについて
　　　Ａについては，被告会社又はｋエネルギーとの間で，保税転売契約がなされ
ている。これについて，Ａの代表取締役であったＢは，「乙から，『Ａの名前を貸
してくれないか。Ａを輸入名義人として使いたい。それによって謝礼をする。甲商
会では国内物のオイルと輸入物のオイルの両方をやっている』などと言われ，その
後も，『甲商会が軽油を輸入するのでＡで申告してください』などと言われた。甲
商会が軽油を輸入するのにＡが輸入したことにする理由が分からなかったので，こ
の点を尋ねると，乙は，『実際には甲商会が軽油を輸入し，それを業者に販売する
が，Ａが保税転売を受けて軽油を輸入したことにして軽油引取税を申告してもらい
たい。その見返りに軽油１リットルにつき３円の謝礼を払うから，その中から税金
を少しずつ，月に２
００万円から３００万円くらいずつ払えばいい。申告をする前に資料を渡すのでそ



れに基づいて申告してもらいたい。税金は，申告した分はいっぺんでは支払わず，
少しずつ払っていく。申告して少しずつでも支払えば大丈夫だ』などと話した。そ
の後，平成１１年９月１６日に８月分の軽油引取税納付申告をした。軽油の売却先
については，乙から渡されたレポート用紙様の紙に記載されていたものを転記し，
Ｃ物産，ｖ興商，Ｊ産業の３社を記載して申告した。Ａでは，これらの会社とは営
業活動もしていないし売買契約も結んでいない。Ａ名義の預金通帳や銀行印は甲商
会の乙や丁が管理しており，営業活動や受注活動も彼らがやっていた。私は，乙か
ら受け取るインボイス，軽油輸入届出書，保税転売契約書，輸入許可通知書などの
写しを見て，初めて
輸入した回数や状況などが分かるだけだった。後日，Ａが納税義務者であるかのよ
うに装うため，申告した税額の一部を都税事務所に納付した」旨供述している（分
離前の相被告人としての公判供述調書，乙４０ないし４３等）。なお，ｋエネルギ
ーについては，ｎが前記のとおり供述している（甲８８）。
(5)　これらの輸入申告者及びその関係者の各供述は，その内容が具体的で，各供述
調書に添付された保税転売契約書，譲渡証明書，軽油引取税納付申告書等の関係資
料と整合している上，輸入申告者の各供述とその関係者の各供述とは矛盾せず補完
し合うものであり，さらに，前記買付業者の各供述とも符合しており，その各信用
性に特段疑問を抱かせる事情は見出せない。
　　そうすると，輸入申告者らにおいて，保税転売契約書の作成やその後の輸入申
告事務への関与，認識の程度は人により区々であるものの，各保税転売契約が仮装
のものであり，かつ，輸入申告者らが買付業者への軽油の譲渡に全く関与しなかっ
たという点は，共通してこれを認めることができる。
　　そして，上記認定の点と前記(3)で認定した各事情とを総合し，さらに，被告人
両名が捜査段階で本件各犯行を認める供述をしていたことも併せみれば，本件軽油
は，被告会社が輸入した上で買付業者に譲渡したものであり，輸入申告者は仮装の
保税転売契約によりその中間に形式的に介在したいわゆるダミーに過ぎなかったと
優に認めることができる。
(6)　これに対し，被告会社らの弁護人は，Ａ，Ｄ及びＧへの各保税転売契約とＦ石
油への保税転売契約の一部とは，いずれも実体を伴う真実のものであり，これに対
応する各軽油の譲渡は上記各会社から買付業者へと実際になされたものであると主
張し，被告人丙も公判の中途から同旨の供述をしている。
　  しかしながら，被告人丙の上記供述は，これまでみてきた買付業者，輸入申告
者及びその他の関係者の各供述と相反するものであり，信用できない。被告人丙の
供述内容は，輸入申告者において，一方で軽油引取税を納付すべき義務を負いなが
ら，他方で同税を上乗せしない低廉な価格で買付業者に転売するという経済的に到
底引き合わない役割を負担するというものであるところ，その役割を真実引き受け
るのであれば，保税転売による軽油の取得価格と買付業者への譲渡価格との差益の
大部分を自ら手中にすることが最低限の条件であると思われるのに，実際には被告
会社ないし被告人丙から僅かな口銭の支払を受ける者があったに過ぎず，そのよう
な差益の還元はなされなかったものと認めることができる。もっとも，被告人丙
は，輸入申告者との間
で保税転売価格と必要経費を差し引いた精算を行うつもりだったと供述するが，そ
れが未だなされていないことにつき，合理的な説明をなし得ていない。
(7)　以上によれば，本件軽油の輸入・譲渡を行ったのが被告会社であることは明ら
かであるから，被告会社らの弁護人による前記２の第１の主張は採用することがで
きない。
(8)　なお，被告会社らの弁護人は，前記２の第２の主張に関連して，①平成１１年
９月１８日にｗ石油商事名義で輸入された９９４．７３１kl及び同月３０日に同会
社名義で輸入された９９７．５７０klの各軽油の一部がＡ名義の譲渡分の中に含ま
れているが，これらは，被告会社が輸入した軽油ではない，②同年１１月５日にＦ
石油名義で輸入された２８８４．０３５kl及び同月２２日に同会社名義で輸入され
た２４９９．７７１klの各軽油の一部がＦ石油名義の譲渡分の中に含まれている
が，これらは，ｈ通商が韓国より輸入した軽油をＦ石油名義で通関したものであっ
て，被告会社が輸入した軽油ではないとして，いずれも，本件軽油から除外すべき
である旨主張する。
　　しかしながら，関係証拠によれば，①の各軽油のうち問題とされる分は，いず
れも，ｋエネルギーからｗ石油商事に保税転売契約がなされている上，それがＡ名
義でＣ物産に譲渡されていることが認められ，前記(4)イのｋエネルギーに関するｎ



の供述，前記(2)アのＣ物産に関するＩの供述及び前記(4)カのＡに関するＢの供述
等を総合すれば，上記の問題とされる分は，いずれも，被告会社が輸入した上でＣ
物産に譲渡したものであると認めることができる。
    次に，関係証拠によれば，②の各軽油のうち問題とされる分は，いずれも，ｈ
通商名義で韓国より輸入した軽油につき，被告会社へのいわゆる洋上転売による譲
渡がなされ，続いて被告会社からＦ石油に保税転売契約がなされ，同会社名義で通
関した上で，同会社名義でＣ物産及びＰ等に譲渡されていることが認められ，前記
Ｉの供述，前記(2)ウのＰに関するＱの供述及び前記(4)ウのＦ石油に関するｐの供
述等を総合すれば，上記の問題とされる分は，いずれも，被告会社が輸入した上で
Ｃ物産等に譲渡したものであると認めることができる。
    そうすると，上記①，②の各軽油のうち問題とされる分を，本件軽油から除外
すべきであるとの被告会社らの弁護人による主張は採用することができない。
４　引き続き，被告会社らの弁護人による前記２の第２の主張について検討する。
　　同弁護人は，平成１１年１１月２日の時点で，ｘ埠頭の各タンク内には，被告
会社が同タンクを引き継ぐ際にｙから買い取った５６４．４４５klの軽油が残存し
ていたのであり，この内からＦ石油名義で譲渡された３１１．２０３klを本件軽油
から差し引くべきであると主張する。そして，被告人丙は公判で，その残存軽油は
既に課税済みのものであったと供述している。関係証拠によれば，ｘ埠頭のタンク
内にｙから買い取った軽油が残存していたのは事実であるが，その後同タンクには
前記３(8)②のＦ石油名義の輸入分を含む被告会社が輸入した軽油が数回にわたって
搬入され，これらが上記残存軽油と混和した状態になっていたものと認められる。
しかし，被告会社は，このように課税済み分（他社買取分）と未課税分（輸入軽油
分）とが混和した状
態の同タンクから，本件軽油をＦ石油名義で未課税のものとして買付業者に販売譲
渡したのであるから，上記の混和した軽油のうち数量的に選別，特定できる未課税
分（輸入軽油分）の中から当該譲渡分を搬出したものとみるのが，可能かつ合理的
であるといえる。したがって，上記残存軽油は本件軽油の数量認定の妨げとはなら
ない。
　　さらに，被告会社らの弁護人は，被告会社が借り受けていたＮタンクについて
も，同タンク内には，本件軽油に相当する輸入分のほか，被告会社が他社から買い
取った軽油や他社が輸入した軽油も搬入されていたのであるから，同タンクからの
譲渡分は全て本件軽油から除外すべきであり，少なくとも按分方式により数量を算
出すべきであると主張する。関係証拠によれば，確かにＮタンクには同主張のとお
り種々の軽油が搬入されそれらが混和した状態になっていたものと認められるが，
被告会社は同タンクから本件軽油をＦ石油等の名義で未課税のものとして買付業者
に販売譲渡したのであるから，前記ｘ埠頭のタンクについて述べたのと同様に，混
和した軽油のうち数量的に選別，特定できる未課税分（輸入軽油分）の中から当該
譲渡分を搬出したも
のと認めることができる。
　　以上のほか，前記３(8)の検討結果も併せみると，被告会社らの弁護人による前
記２の第２の主張は，これを採用することができない。
５　最後に，被告人戊のほ脱の故意について検討する。
　　前記３(3)で述べたとおり，被告人戊は本件軽油の譲渡につき被告人丙の命を受
けて買付業者との交渉を担当していたものであるところ，関係証拠によれば，本件
軽油の輸入・譲渡に伴う金銭の授受やその管理にも携わっていたことが認められ
る。そうすると，本件軽油が未課税のまま譲渡されており，被告人丙が課税を免れ
る意図を有していることは，被告人戊においても当然認識し，了解していたものと
推認できるのであり，被告人戊がその旨を捜査段階において自白していたことも併
せみると，同被告人が本件当時，軽油引取税ほ脱の故意を有し，被告人丙らとその
意思を相通じていたことは明らかというべきである。
　　したがって，被告人戊の弁護人による前記２の主張は採用することができな
い。
（法令の適用）
罰条
  １　被告会社　　　　判示別紙一覧表番号１ないし６の各事実につき，いずれも
地方税法７００条の２８第４項，２項（平成１３年法律第８号による改正前の地方
税法７００条の１４第１項５号，７００条の４第１項５号），地方税法７００条の
２８第３項（情状による）



  ２　被告人両名　　　判示別紙一覧表番号１ないし６の各行為につき，いずれも
刑法６０条，地方税法７００条の２８第２項（平成１３年法律第８号による改正前
の地方税法７００条の１４第１項５号，７００条の４第１項５号）
刑種の選択　　　被告人両名の各罪につき，いずれも懲役刑を選択
併合罪の処理　
  １　被告会社　　　　刑法４５条前段，４８条２項
  ２　被告人両名　　　いずれも刑法４５条前段，４７条本文，１０条（犯情の最
も重い判示別紙一覧表番号５の罪の刑に加重）
執行猶予　　　被告人戊につき，刑法２５条１項
（量刑の理由）
  本件は，被告人両名が，石油製品の販売等を営む被告会社の業務に関し，他社の
名義を用いて被告会社が軽油を輸入及び譲渡したことを隠蔽するなどした上，地方
税である軽油引取税を６期にわたってほ脱した無申告ほ脱の事案である。
  本件のほ脱税額は合計約２１億２８６３万円と巨額に上り，納税義務者たる被告
会社は全く納税しなかったのであって，軽油引取税の使途である地方自治体の道路
行政に与えた影響も看過できず，本件の結果は誠に重大である。
  本件は，被告会社において，わずか約半年間に，韓国から合計６万６３１２キロ
リットル余りの多量の軽油を輸入した上，これを軽油販売業者数社に多数回にわた
って売却譲渡しながら，軽油引取税の申告を全くしなかったというものであるが，
被告人両名は，納税義務者が被告会社であることを隠蔽するため，被告会社が分離
前の相被告人の経営するＡなど数社に対して軽油を保税地内で転売したように装
い，同会社らの名義を利用していわゆる保税転売した旨の虚偽の契約書等を作成す
るなどし，あたかも同会社らに納税義務があるように仮装した上，実際に同会社ら
の名義による申告・納付を行いながら，延納及び分納により納税を先送りにしてい
たものである。そして，このような隠蔽工作が行われたのは，被告会社において，
軽油引取税相当分を価
格に転嫁せず，軽油を低価格で大量に売り捌いて利益を上げることを企図したため
であることが明らかである。こうしてみると，本件は，長期的な見通しの下に計画
された，巧妙かつ大胆で悪質な態様の犯行ということができる。そして，本件各犯
行により，被告会社は，本来納付すべき軽油引取税合計約２１億２８６３万円を納
付しなかったのであるから，同額分を利得したものと評価することもできる上，被
告人丙の主張を前提としても，本件各犯行等によって８億１０００万円を超える利
得をしたというのであるから，犯情は非常に悪い。
  被告人丙は，まともに軽油引取税を納めていたのでは軽油取引業界において生き
残ることが厳しいため，軽油引取税を納めずに軽油取引で儲けを上げたいとの考え
から，仮装保税転売による輸入軽油取引を開始したのであって，その動機・目的は
自己中心的であって全く酌量の余地はない。被告人丙は，自ら計画を立て，被告会
社従業員に指示をし，保税転売先を確保し，買付業者に軽油の購入を働き掛けるな
ど，積極的に本件各犯行を主導したもので，まさに本件の首謀者である。
  被告人戊も，高額な給料を得たいなどの思いから被告人丙に従い，被告会社の責
任ある地位で事務を担当し，本件各犯行に用いる各種書類の作成や金銭等の管理等
といった必要かつ重要な役割を果たしたというべきであり，犯行動機等も斟酌でき
ない。
  さらに，本件脱税に絡む軽油の低価格販売が軽油取引業界に及ぼした悪影響も看
過できない。
  以上によれば，被告会社及び被告人丙の各刑事責任は相当に重く，また被告人戊
の刑事責任も軽視することができない。
  しかし，他方，次に述べるような斟酌すべき情状も認められる。すなわち，保税
転売先会社名による納税分，被告会社が差押えを受けたことなどによる納税分，第
三者納税分，被告人丙の自己資金による納税分などを含め約９億７０００万円余り
が納付され又は納付と同視し得る状況にある。被告人丙は本件各犯行の一部を認め
て反省の弁を述べており，被告人戊も本件各犯行に関わったこと自体については反
省の弁を述べている。被告人両名とも前科は相当古い罰金刑のみである。さらに，
被告人戊の更生については，その妻の協力を一応期待し得る。
  そこで，これらの諸事情を総合考慮して，被告会社及び被告人両名に主文の各刑
を科した上，被告人戊についてはその刑の執行を猶予することとした。
（求刑－被告会社に対し罰金５０００万円，被告人丙に対し懲役４年６月，被告人
戊に対し懲役１年６月）
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